
『ノミーマティー』 1 ， 1， 1-4和訳 CN)

島 岩

無明と明知

賢者たちは，以上のように定義付けられた耐託を無明 (av均めである左考え亙ム三L主E

それ(非アートマン)(140)を識別することによって実在そのもの(アートマン)を確知するこ

とを明知 (vidya) と呼ぶ。このような場合f141〉， xが Yに附託された時， yはxに由来主主

欠点や美点によってほんのわずかでも影響をうけることはない。認識根拠・認識対象i笠0)

区別に基づく〕日常的経験(142)はすべて一一世俗のものであれ，ヴェーダ聖典によるもので

あれ一一この無明と呼ばれる，アートマンと非アートマンとの相互附託に基づいて起るので

ある。また，儀軌・禁令・解脱を専ら説いているあらゆる聖典も(143) [同様に相互附託に基

づいている。〕

〔反対主張〕 附託は何千と存在する。〔にもかかわらず〕どうして，この(アートマンと非ア

ートマンとの)附託だけが，反対主張と〔それに対する〕答論を通して説明されているのか。何

故，附託一般〔を説明し〕ないのか。

〔答論J[だから師シャ γ カラは〕賢者は，以上のように定義付けられた附託を無明であると

考えると言っているのである。実に，無明があらゆる悪の原因であることは，天啓聖典・聖伝

書・叙事詩・プラーナ等で周知の事実である(なおそれ(無関)を取り除くために諸ウパニシャ

y ドが開始されたということについては，のちにαω述べるつもりである)0(この〕あらゆる悪

の原因は内的アートマンに非アートマンを附託するところにのみあり， [真珠母貝等を〕銀等と

誤認するところに〔あるのでは〕決してない。従って，それ(内的アートマンに非アートマンを

附託すること)こそが無関なのである。〔そして〕その(無関の)本質を知らなければ， [無明を)

取り除くことはできなL、。だからこそ，それ(無明の本質=内的アートマンに非アートマンを附

託すること)α4めだけを説明しているのであれ附託一般〔を説明し〕ないのである。〔更に，こ

の附託が]悪の原因であることは，ここ 01註解』本文中〕に〔もJ，以上のように定義付けられ

たという形で述べられているのである。[つまり，この附託には〕以上のような性質(悪の原因

とし寸性質)がある (146) [と言っているのである。すなわち〕飢え等とは無関係な内的アートマ

ンに，飢え等と結びついた内官などの害になるものを附託することによって， [本来〕苦しんだ

りすることのない内的アートマンが苦しむことになるから， [この附託が〕悪の原因なのである。

もし〔愚かな人々も附託をこのようなものだと考えて〕いれば〔附託について〕説明する必要は
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ないのだが，愚かな人々は，附託をこのようなものだと考えているわけではない。従って， [師

シャンカラは]1王者たちは考えると言っているのである。

〔反対主張〕 この無現は無始であわかっ，極めて根が深くて頑強な潜在印象と結びついてい

る〔ので]，滅することができなし、。何故なら〔それを滅する〕手段が存在しなし、からである。

〔答論〕 このように考える人に対して， [師シャンカラは].それ(無関)を減ずる手段を〔次

のように〕述べている。それ(非アートマン)を識別することによって実在そのもの(アートマ

ン)を確知す五三主立とすなわち，疑問の余地のない知識を，賢者たちは，明知と呼ぶと。実

lこ，内的アートマンは，統覚機能等とは完全に異なるのに，統覚機能等と異なるとは理解されて

いない。そのため，統覚機能等の本質と諸属性が内的アートマンに附託されるのである。この場

合， [ウパニシャ y ドの教えを〕聴聞・思惟・〔膜想](147)することによって， [内的アートマンと

統覚機能等とを〕識別する認識が〔生ずれば]，そ〔の認識〕によって〔内的アートマンと統覚

機能等との〕違いに対する無理解が取り除かれる。〔その時〕実在そのものの確知(その本質は

附託を拒斥するところにある)，すなわち明知一一〔それは〕純粋精神であるアートマンそのもの

であるーーが，本来の姿を現わすのである。

〔反対主張〕 それはその通りかもしれないが，無明は，根が深くて頑強な潜在印象 (vasanめ

と結びついている〔ので]，たとえ明知によって拒斥されでも，自らの潜在印象の力によって再

び生じてくるだろう。そして，自己にみあった結果一ーたとえば潜在印象等一ーを〔更に〕生み

出すであろう。

〔答論] [これに対して，師シャンカラは〕答えて言う。このような場合，すなわち実在その

ものがこのように確知された場合， xがYに附託された時， y はxに由来する欠点や美点によっ

てほんのわずかでも影響をうけることはない。すなわち，純粋精神であるアートマンが内官等の

もつ欠点である飢え等によって影響されることはないし，また内官等が純粋精神であるアートマ

ンの特質(美点)である精神性・歓喜等によって影響されることもないのである。この(IT"註解』

本文の)趣旨は以下の通りである。〔確かに]，誤った観念は無始であり 9 かっ，根が深くて頑強

な潜在印象と結びついている。しかしそれでも，それ(無明)を取り除くところに，実在そのも

のを確知することの本質があるのである。というのは，認識 (dhI)の本質は，真理の側に傾くと

ころにあるからである。たとえば，他学派の人々でさえ〔次のように〕言っている。「事物の本

質は錯倒による影響を受けていなければ拒斥されることはなし、。というのは，認識 (buddhi)は

努力しなくてもそ(事物の本質)の側に傾くからである。J(148)と。だが， [ヴェーダーンタ学派

の場合には〕特に， 1"真理の認識は，純粋精神であるアートマンを本質とし，完全に内的(直接

的)なものである〔のに]，どうして， [実在であるとも非実在であるとも〕表現しえない無関に

よって拒斥されているのか」という〔問題が残る〕。

〔先に『註解』で〕 真実と虚妄とを混干脅し， [両者の'lJ雪違が分からないために〔そ九皇室m
E立並韮して， 1"これが私であるJ1"これは私のものである」と〔言う。これがJ([文字通りに

は〕というのが〕世俗的な日常的表現 (vyavahara)である(149)と言われていたが，そこで'v:t，
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明らかに，日常的表現とし、う意味での vyavaharaのことが説明されていた。〔一方， ここでは，

先に「これが私であるJIこれは私のものである」というのがという箇所でJIとL、うのが (iti)J 

という語が暗に意味していた，世俗的な日常的経験(活動， vyavahara)のほうを説明して，認

識根拠・認識対象〔等の区別に基づく1日常的経験 (vyavahara)はすべて……〔相互附託に基づ

心エ主主Jと言っているのである (150)。この箇所の意味は自明である。

認識根拠は無明を持つ者に基づく

〔反対主張] 一体どうして直接知覚等の認識根拠や聖典は無明を持つ者に関係しているのか。

〔答論〕 答えて言う。身体・感覚器官等に関して「私であるJI私のものである」という誤っ

た観念 (abhimana)を持たない者が認識主体となることはありえないし，その際，認識根拠

が機能することはありえないからであ至ムよ主ニ?(7)v主，諾感覚器官を用いなければ，直接知

覚等の日常的経験は成立しないからであるρ 吏に，基体(身体)(叩〉がなければ，諸感覚壁宣

の活動は成り立たない。身体にアートマンの性質が附託されていなければ，誰ひとり活動す

ることはない。また，これらすべてが存在しなければ，アートマンは〔何ものとも〕結びつ

かないので，認識主体ではありえない。更に認識主体であることが存在しなければ，認識根

拠が機能することはない。従って，直接知覚等の認識根拠も聖典も無明を持つ者にのみに関

係しているのである。

〔反対主張〕 一体どうして直接知覚等の認識根拠や聖典は無明を持つ者に関係しているの治~

正しい認識 (prama)すなわち明知 (vidya) とは，実に，真理を確定することであれその手段

が認識根拠である〔のに，それが〕どうして無関を持つ者に関係していたりしょうか。認識根拠

は，その結果である明知が無明と相入れないので，無拐を持つ者に基づくことはないのである。

以上が〔この『註解』本文の〕趣旨なのである。確かに，直接知覚等は世俗的 (sa:riJ.vrtti)[な認

識根拠]であるから，そう(無現を持つ者に基づくの)かもしれない。しかし，諸聖典は，人に

有益なことを教示するのを目的としており，無明と対立するものであるから，無明を持つ者に基

づくことはありえない。だから， [11註解』本文中に〕皇皇1'1と述べられているのである。

〔答論J[以上の反対主張に対して，師シャンカラは次のように〕答えている。答えて言う。

身体・感覚器官等に関して「私であるJI私のものであるJという誤った観念を持たない者が，す

なわち， [身体等との〕同一性及びそれらの諸属性が〔アートマンに〕附託されていなければ(15九

その者が，認識主体となることはありえないし，その際，認識根拠が機能することはありえない

企皇主主主。その趣旨は次の通りである。実に，認識主体であるということは，認識に関する行

為の主体であるということであれそれ(行為主体である)ということは，自立した存在である

ということである(出〉。そして， [認識主体が〕自立した存在であるということは，すなわち，認

識主体は〔それ〕以外のく行為に関係する要素 (karaka))C山〉によって動かされる (prayojya)こと

のないものであって，それがすべてのく行為に関係する要素〉を動かす (prayojaka) ということ
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である。従って，これ(認識主体)が認識の手段である認識根拠を動かすはずなのである。だが，

E認識主体〕自身が活動しなければ， [認識の〕手段を動かすことはできない。ところが， [認識

主体であるべき〕純粋精神アートマンは，変異することのない永遠な存在であって，変化するこ

とがない〔ので]，それ自身カ可舌動することはない。従って， [アートマンが〕認識根拠を統御す

ることができるようになるのは，活動を備えた統覚機能等との同一性が附託されて，活動するよ

うになった時なのである。だから， [師シャンカラは〕認識根拠は無明を持つ者と関係している，

すなわち，無明を持つ人がその基体となっていると言っているのである。

〔反対主張〕 認識根拠が機能しないとしてみよう。〔そうすると〕我々にどんな不都合が生ず

るのか。

〔答論〕 これに対して〔師シャンカラは〕答えて言う。というのは，諸感覚器官を用いなけれ

ば，直接知覚等の日常的経験は成立しないからであると。日常的経験は，これ(認識根拠ふに基

づいて成立しているから，結果である。すなわち，それは直接知覚等の認識根拠〔に基づいて生

じる〕結果なのである<155ヤ諸感覚器官をとは，諸感覚器官・徴標 (li宣ga)等をと解すべきであ

る。たとえば， 1棒を持った人達が行く」と言う場合 [1棒を持った人達Jという語が，棒を持た

ない人達をも意味することがある〕ように。というのは，そう取れば，直接知覚等〔という本文

中に「等」という語のある理由〕が理解できるからである (156)。 また， 日常的経験という行為は

日常的経験の主体〔の存在〕を前提としているので， [その〕行為の主体は〔諸感覚器官を用い

ない人と〕同一であるは57)0 [従って]，ある人が〔諸感覚器官を〕用いなければ， [その同じ人の〕

日常的経験は〔成立しない]，というのが〔本文の〕脈略なのである。

〔反対主張〕 一体どうして認識主体が認識根拠を用いる〔必要がある〕のか。〔認識根拠は〕何

故それ自体で機能しないのか(158)。

〔答論〕 これに対して， [師シャンカラは〕答えて言う。更に，基体がなければ，諸感覚器官

の活動は，すなわち，認識根拠の活動は，成り立たないと。つまり〔認識根拠などの〕行為主段

は，行為主体によって統御E日9)されていなければ (anadhi草加入自らの結果(対象)に対して作用

することは決してないのである。というのは，織子がいなければ織機から布が生ずることはない

からである。

〔反対主張〕 では，身体が統御者であっては何故いけないのか。そうすれば，アートマンを

f身体に〕附託する必要がなくなるではないか。

〔答論〕 これに対して， [師シャンカラは〕答えて言う。身体にアートマンの性質が附託され

ていなければ，誰ひとり活動することはないと。〔何故なら，身体にアートマンの性質が附託さ

れていなくても活動が成り立っとすると]，熟眠状態においても活動が〔成立する]，という誤謬

に陥るからである。以上が， [U"註解』本文の〕趣旨である。

〔反対主張〕 それはその通りかもしれない。〔しかし〕織子は，自己(アートマン)の附託さ

れていない織機を作動させて，布を作る主体となるように，それ(身体・感覚器官等)の認識者

〈アートマン)は，アートマンの附託されていない身体・感覚器官等を作動させて，認識主体と

- 5 9ー



なるのではないのか。

〔答論) これに対して， [師シャンカラは〕答えて言う。また，これらすべて主主すなわち，

〔基体の〕相互附託と属性の相互附託とが，存在しなければ，アートマンは〔何ものとも〕結び

つかないので，すなわち，常にどんな形であれ，あらゆる属性及び〔その〕基体と結びつかない

ので，認識主体ではありえないと。確かに織子等は，活動を備えている〔ので]，織機等を統御

して作動させている。だがアートマンは，身体等にアートマンの性質が附託されていなければ，

活動することはありえないのである。これが， [この本文の〕意味なのである。

また以下の理由からも認識根拠が附託に基づくというので， [師シャンカラは〕認識主体が存

在しなければ，認識根拠が機能することはないと言っている。実に，認識主体とは， [認識の〕

結果である正しい認識から自立した存在なのであるは60)。そして，正しい認識とは， [内官が〕認

識対象に向った〔時に生ずる〕内官の変容の一種 (paril)aroabheda)(叩〉であって， [認識〕行為の

主体に存在し，かつ，純粋精神をじその〕本質としているのである。従って，もしそれ(内官〉

に純粋精神アートマンが附託されていなかったら，どうして物質的な内官の変容が，純粋精神を

〔その〕本質としたりしょうか(162)。また，もし活動を備えた内官が純粋精神アートマンに附託さ

れていなかったら，どうしてこれ(内官の変容)が，純粋精神アートマンを〔認識〕行為の主体

として有しょうか仰の。それ故，正しい認識という結果一一〔それは〕純粋精神アートマンという

〔認識〕行為の主体に存在するーーは，相互附託に基づいて成り立っているのである。そして，

これ(正しい認識)が成り立っている時に，認識主体であることも〔成り立ち]，認識根拠はまさ

にその正しい認識に対して機能するのであるは64)。従って， [W註解』本文中の〕認識主体である

こと〔という語〕は，正しい認識を暗に意味しているのである (165)0 [つまり]， r結果である正し

い認識が存在しなければ，認識根拠が機能することはなく，その結果，認識根拠が正しい認識根

拠でなくなってしまうだろう」というのが [W註解』本文の]意味なのである。〔それ故，師シャ

ンカラは〕従って，直接知覚等の認識根拠は無明を持つ者にのみ関係しているのであると結論付

けているのである。

世俗的な日常経験には人間と動物の区間はない

そして，動物等と区別がないからである。動物たちは聴覚等が音声等〔の外界の対象〕と接

触し，不快な音声等の知覚が生ずると，それから退き，また快よい〔知覚t!'"生主豆ユよ~歪

れに向かつて〕前進する。〔また]棒を持った手を振り上げた男を自の前に見て， rこの男は

主主釘とうとしているよよ笠主て逃げ始める。〔他方〕手に青草を一杯持った〔男〕を見て，

その男に向って行くのそれと同様に，人間も，たとえ知性が発達していても，恐しい目付き

をし，わめき，手に万を振りかざしている，力の強い男を見て，その男から遠ざかり，そう

でない男に向って進んでゆく。それ故に，認識根拠・認識対象〔等の区別に基づく〕日常的

経験に関しては，人聞は動物と同じなのである。またp 動物等のもつ直接知覚等の日常的経
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盤l主，f，'(J主Eのように， [アートマンと非アートマンとを〕識別しないことに基づいており，た

とえ知性が発達していても，人聞の直接知覚等の日常的経験は， [動物の〕それよ笠己主

とが経験されるから，当面(66)，[動物の日常的経験と〕同じであると，結論付けられる。

〔反対主張〕 それはその通りかもしれない。愚かな人々の場合には，その通りであるとしてお

こう。だが，学識ある人々は，聖典と論理に基づいて内的アートマンという真理を理解している

が，その人たちの場合にも，認識担拠・認識対象〔等の区別に基づく〕日常的経験が認められる

のである。従って， I認識根拠は無関をもっ者のみに関係している」などということがどうして

あり得ょうか。

〔答論〕 これに対して〔師シャンカラは〕そして，動物等と区別がないからであると答えてい

るのである。確かに， [学識のある人々は〕聖典と論理に基づいて，内的アートマンが身体・器

官とは異なる，と認識しているかもしれない。だが，認識根拠・認識対象〔等の区別に基づく〕

日常的経験の際には， [彼らもやはり〕生命体にすぎないのであって， [生命体としての〕諸属性

を超越することはないのである。というのは，学識ある人々でも， [日常的経験に関しては〕獣

や烏など一一〔それらが〕愚かであることには異論の余地がなL、一ーの日常的経験と同様である

ことが経験されているからである。従って，それ(獣や烏などの日常的経験)と同じであるから，

彼ら(学識ある人々)も，日常的経験の際には，無関を持っているのだ，と推論すべきなのであ

る。 [11註解』本文中の〕乞v-cという語は， [これまで述べてきた理由と以下の論議を〕結びつ

ける意味で〔用いられているので〕ある。〔すなわち，反対主張者の〕提示した疑問を退ける根

拠としてこれまで述べてきた理由が， [以下の論議でも〕認識根拠が無明を持つ者に関係してい

ることを確定するのである，というのが C主L主という語の〕意味するところである。まさにこ

のこと(認識根拠が無拐を持つ者に関係しているということ)が，塾盟主't:>i主以下で具体的に論

じられているのである。そして，このうち，聴覚等が音声等〔の外界の対象]と接触し〔という

箇所〕では，直接知覚という認識根拠が取りあげられており，音声等の知覚が生ずると〔という

箇所〕では，その(直接知覚の)結果が述べられており，互生主〔という箇所〕では，推論の結

果が〔述べられているのである〕。詳論すれば以下の通りである。〔動物等は〕音声等〔の外界の

対象〕それ自体を知覚し，その種〔の音声等〕が不快であったことを思い出す。そして，現在知

覚している〔音声等〕はそれと同類のものであるiから，不快であると推論するのである。〔そし

て，更に〕例をあげて，棒〔を持った手を振りあげた男を云々〕と述べているのである。その他

[の箇所〕の意味については，極めて明瞭である。

聖典に基づく日常経験も無明に基づく

しかし聖典に基づく日常的経験〔たとえば祭式の執行等]に関していえば9 たとえ思慮深い

人であっても，アートマンが他の世界と関係していることを知らなくては，その資格がな

い(167)。それにもかかわらず，ウパニシャ y ドによって知られ，飢餓等を超越し，バラモン・
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之とャトリヤ等の区別を離れL監理L主玉、アートマンという真理は， [祭式等を開立豆J
資格として前提とされていない(168)。何故ならアートマンは〔その〕役に立たないし，また

資格とも矛盾するからであ号 cl問。 しかし聖典はこのようなアートマンの認識が起こる藍巴

は機能するからよ呈血塗盟主笠2エヒ主主主盟箆L主主主ょに之主芝居己主企竺l主主

い。例えば， 1バラモンは祭式を執行すべきである」等の諸聖句は，アートマンに対する，

階級。生活期・年齢・状態等(170)の特殊性の附託に基づいて〔始めて]機能すあのである o

f反対主張〕 それはその通りかもしれない。直接知覚等は無明を持っている者に関係している

のだとしておこう。しかしJ天界を望む者はジュヨーティシュトーマ祭を執行すべきであるJCl7H

等の聖典は身体のアートマンへの附託を通じて機能するわけではなL、。実に，この場合には，

世で果報を享受するのに適した者に〔祭式を執行する〕資格があると考えられるのであるく172)。ま

た，偉大な聖者〔ジャイミニの著した〕経も，同じ趣旨のこと(果報を享受する者と祭式を執行

する者とは同一であるということ)を「聖典〔に命じられている行為の〕果報は， [行為を実際

に〕遂行する人に〔生ずる)。何故なら， [そのことは〕それ(聖典)から明らかだからである。

それ故， [人は，聖典に命じられている行為を実際に]自分で行わなければならない。J(173)と〔述

べている]。身体等は〔死後〕灰に帰す〔ので〕他界(天界)で果報〔を享受するの〕には適し

ない。従って， (1天界を望む者はジュヨーティシュトーマ祭を執行すべきである」等の〕聖典は，

〔祭式を執行する〕資格のある者が身体とは異なるなにかであることを暗に意味しているのであ

る。そして，それ(祭式を行う資格のある者すなわち身体とは異なるアートマン)(174)を理解する

ことが明知なのである。それ故，聖典が，どうして，無拐を持つ者と関係していたりしょうか。

〔答論J[以上のような反対主張を〕想定して， [師シャンカラは〕答えて言う。し一色L 童基

巴基三三よ旦堂的経験に〕関していえばと。〔ここでJl::.企Lという語は，聖典に基づく〔日常的

経験〕が直接知覚等の日常的経験とは異なることを言っているのである。実に， [1天界を望む者

はジュヨーティシュトーマ祭を執行すべきである」という，祭式を執行する]資格について〔述

べている〕聖典は，天界を望む者が他界(天界)と関係していなければ成り立たないというこ

とを暗に意味しているだけであって，これ(天界を望む者)が輪廼の主体ではないということを

〔も暗に意味しているわけでは〕ない。というのは，それ(輪廻の主体ではないという性質)は，

〔祭式を執行する〕資格と合わなし、からである (17へまた，ウパニシャツドの説く人 (puru平a)は

行為の主体でも経験の主体でもない〔ので，祭式を執行する〕資格と矛盾するからである。何故

なら，行為(祭式)を執行する資格のある人すなわち〔行為の〕主とは，行為を行う人 (prayoktr)歩

行為から生じた果報の享受を経験する人のことだからである。この場合，行為の主体でない者

が，どうして，行為を行う人であったりしょうか。また，経験主体でない者がp どうして，行為

から生じた果報の享受を経験したりしょうか。それ故，儀軌と禁令を扱う聖典は， [自分を〕行

為主体，経験主体9 バラモン等一一ーこれらの性質は無始の無明から生ずる一ーだと思い込んで九、

る人を対象として開始されているのである。同様に諸ウパニシャ y ドも，無拐を持つ者だけを対

象としている。というのは，認識識主体〔・認識対象〕等の区別が存在しなければ，それ(諸ウ
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パニシヤ?のの意味が理解されることはないからである。ただし，それら(諸ウパニシヤ?

トヲは，無明を持つ者を教え導いて，無明をすべてぬく。い去り，その者を本来の姿に立ちもどら

せる。この点だけはそれら(諸ウパニシヤ?のが〔儀軌と禁令を扱う聖典と〕異なるところで

ある。従って，諸聖典は無明を持つ者に関係しているのである，と確定した。

〔反対主張〕 それはその通りかもしれなし、。ウパニシャ y ドの説く人は， [祭式を執行する資

格と〕矛盾するし， [祭式を執行する資格に〕適しないので， [祭式を執行する〕資格として必要

とされることはないが， [それは学習を命ずる儀軌に従うことによって〕ウパニシャ y ドから理

解されるわけだから， [祭式を執行する〕資格を妨げることができることになる (176)。このよう

に， [ヴェーダの各部分が〕互いに意味を損いあうことになるから，すべてのヴェーダが正しい

認識根拠としての妥当性を失うことになるであろう α77)。

〔答論〕 だから， [師シャンカラは].しかし，このようなアートマン〔の認識が起る〕前には

主主と言っているのである。ウパニシャ y ドの説く人についての理解が〔祭式を執行する〕資格

と矛盾するというのは確かにその通りである。しかし，それ(ウパニシャ y ドの説く人について

の理解)以前には，祭式〔の執行を命ずる〕諸儀軌は，自らに適した日常的活動を行うのであっ

て， [それらが〕未だ生じていないプラフマンに関する知識によって妨げられることはありえな

いのである。また， [ヴェーダの各部分の意味が〕互いに損いあうということもない。というの

は，明知を備えた者〔には祭式を執行する資格はないが〕無明を持つ者〔には祭式を執行する資

格がある〕というように， [それぞれ関わっている〕人の違いに応じて， [ヴェーダの各部分を〕

区別することが可能だからである。たとえば， I生き物を殺すべきではない」という〔禁令〕が，

遂行すべき事柄の一部を禁止していても， I敵を殺そうと思う者はシュエーナ祭を執行すべきで

あるJ(178)という聖典があれば，その聖典は， I殺すべきではない云々J というそれ(禁令)と矛

盾しないのである。それほどういう理由によるのかといえば， [行為を行う〕人が違うからなの

である。すなわち，怒りという敵を克服した人々は禁令〔に従う〕資格があり，一方，怒りとい

う敵に支配されている人々はシュエーナ祭を云々と〔述べている〕聖典に〔従う〕資格があるの

である〈17930

〔先に聖典は〕無関を持つ者に関係しているという事実を背くものではないと述べたが，まさ

にこのことを〔師シャンカラが〕盟主足以下で明らかにしているのである。〔まず〕堕盤空監韮

とは「王はラージャスーヤ祭を執行すべきである」等である。生活期の附託とは， I家住期の人

は，同じ〔階層の〕妻をめとるべきである」等である。主監空監韮とは， I髪の黒い人(若い人)

が火を保つべきである」等である。並盤豆監置とは「直る見込みのない病人は，水などに飛び込

んで命を捨てるべきである」等である。[0"註解』本文中に〕笠と述べてあるのは，大罪，小罪，

混姓罪 (sa血kar正kara平a)，不応受罪 (apatrikaralJa)，不浄罪 (malinikaralJa)等(180)の附託をも含め

るためなのである。
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開託の具体例

附託とはxでないものの中に xを認識することである，と我々はすでに述べた。例えば妻子

等が病気であれば， I私は病気である」と思い，健康であれば， I私は健康である」と思うが，

これは外的なものの属性をアートマンに附託しているのである。それと同様に，身体のE記土

を[アートマンに]附託すると， I私は太っているJI私は白いJI私は立っているJI私は行

くJI私は越える」と思うのである。同様に，感覚器官の属性を[アートマンに]附託する

と，「私は唖であるJI私は一つ自であるJI私は不能であるJI私はつんぼである」「私は盲

目である」と思うのである。同様に，内官の属性，すなわち，愛欲・思惟・疑惑・決定等を

fアートマンに]附託する。このように「ねという観念をもつもの(内郡山主上主豆二

切の活動を観照している内的アートマンに附託し，またそれとは逆に，一切を観照するこの

内的アートマンを内官等に附託するのである。

〔師シャンカラは〕これまで，アートマンと非アートマンとの相互附託を反対主張と〔それに対

する〕答論を通じて〔まず〕明らかにし，次に，認識根拠・認識対象〔等の区別に基づく〕日常

的経験について論ずることで， (この相互附託を〕確固たるものとした。そして，それ(アート

マンとの相互附託Jが諸悪の根源であることを〔これから〕例をあげて詳しく説明するために，

Eここで師シャンカラはまず〕すでに述べたそれ(相互附託)の本質を〔次のように我々に〕想

起させるのである。附託とはzでないものの中に五を認識することである，と我々はすでに述べ

主と。これは， (附託とは〕以前に知覚された xが，想起の姿で，別の場所Yに顕現することであ

るα却を要約して述べたのである。この(アートマンと非アートマンとの相互附託の)うち， I私

のもの」という〔形で経験される〕属性の附託の生じていない，単なる基体の同一性の附託一一

〔それはJI私」という〔形てや経験される)一ーは，諸悪の根源ではないのであって，属性の附託

すなわち「私のもの」という観念こそが，輪廻という一切の諸悪の直接的な原因なのである。

〔このことを，師シャンカラは〕例をあげながら詳しく説明して，例えば妻子等が云々と言って

いるのである。〔人はまず〕身体との同一性をアートマンに附託し， (次にこの同じアートマン

に〕妻子等の所有者であるという性質一一〔これは〕やせているという性質と同様に身体の属性

であるーーを附託して， I私は病気 (vikala)であるJI私は健康(鉛kala)である」と言うのであ

る。更に， r所有者」すなわち「支配者 (isvara)Jは，自己の所有物が完全 (sakala)(183)であれば，

fその〕所有者であるという〔彼の〕性質も完全となるので， r完全なのである」すなわち「満た

されているいa出pur明)のである」。同じように「所有者」すなわち「支配者」は，自己の所有

物が不完全 (vikala)α83)であれば， (その〕所有者であるという〔伎の〕性質も不完全となるの

で， I不完全なのである」すなわち「満Tこされない (asa血pun]a)のである」。このように，不完

全さという性質等の外的な属性は， (その〕所有者という性質を媒介として〔まず〕身体に移さ

れるのである。そして，それ(身体に移され外的な属性)を〔人は〕アートマンに附託するので
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ある。さて，外的な添性 (paropadhi)口84)に基づく身体の属性一ーたとえば所有者とL、う性質一ー

の場合には，以上の通りであるとすると〔外的な〕添性に基づかない身体の属性の場合には，い

ったいどのような話になるだろうか。このような考えを抱いて〔師シャンカラは]，主ιょ1Pl:l:主

に，身体の属性を云々と言っているのである。〔さらに同様に，感覚器官の属性を以下の〕文脈

は〔次の通りである。すなわち人は〕身体等よりも内的な器官である諸感覚器官←一一〔それにはす

でに〕アートマンが附託されている一ーの属性である唖としづ性質などや，さらにそれ(諾感覚

器官)よりも内的な器官である内官一一〔それにもすでに〕アートマンが附託されている一ーの

属性である愛欲・思惟などをアートマンに附託するのである。

以上の説明で〔師シャンカラは〕属性の附託について述べ〔終っ〕て， [次に〕その(属性の

附託の)もととなる基体〔どうし〕の附託について，このように「私」という観念をもつものを

孟土と言っているのである。〔ここで]I;fAJという観念をもつものとは， I私」という観念すな

わち変容 (vrtti)が内官に〔生じている〕時のそれ(内官)(185)のことであるが，それをその E二

切の〕活動を観照している一一ーすなわち純粋精神であって無関心な存在であるために内官の活動

の観照者である一一内的アートマンに附託するのである。以上で〔内官の附託されたアートマン

が〕行為主体であれ経験主体であるということを説明し終った。〔そこで次に師シャンカラは，

内官に備わっている〕精神性について，またそれとは逆に，一切を観照するこの内的アートマン

を内官等に附託するのであると説明しているのである。〔ここで〕それとは逆に(tad vi paryel)a) 

とは，内官等とは逆に〔という意味である〕。すなわち，内官等は物質的なもので，それとは逆

のものが精神性なのだが，その〔精神性という〕姿で(t巴田)一一〔この〕三格はく特定の性質を

備えているものを示す特相 (itthambhiltalak~al)a) を表わす〉ためのものである(186)一一〔人は内的

アートマンを〕内官等に附託するのである〈問〉。従って， このように内官等に限定された内的ア

ートマンは， Iこれである(物質である)J[としづ要素=内官〕と「これではない(純粋精神であ

る)J[とL、う要素=内的アートマン〕からなる (188)精神的存在であって，行為主体，経験主体，

二種の無明一一原因としての無関と結果としての無関(189)ーーの基体， I私」という観念の対象，

輪廻主体，あらゆる悪の集まる容器，個人存在(jIva)，相互附託の質料因なのである。そして

〔逆に〕それ(内官等に限定された内的アートマン)の質料国が附託なのである。このように，

〔内官に限定された内的アートマンと附託との関係は〕種子と芽のように無始なのである。従っ

て， [この両者が〕相互に依存しあう (iぬretarasraya)[とし、う理論的欠陥は〕存在しないのであ

る。〔このことについてはすでに〕述べたところであるωω。

ウパニシャツドの目的はアートマンの唯一性!こ関する明知を得るところにある

このように始めも終りもない生得的な附託は，誤った観念という姿をしており，行為の主体，

経験の主体という観念を生み出L，万人によって直観される。この悪の原因を減L，アート

マンの唯一性に関する明知を得るために9 すべてのウパユシヤヅトが開始されるのである。
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そして我々は，主主iアートマンの唯一性に関する明短主得ること)(1叩がすべてのウパニシ

ヤ y ドの目的であることを，以下のシャーリーラカ・ミーマーシサー(192)において明らかに

するつもりである。

〔これまで師シャンカラは〕認識根拠・認識対象〔等の区別に基づく〕日常的経験〔について論

ずること〕によって，附託を確固たるものとしてきたが， [これからは〕学生の利益のために，

世の人々すべてが直接に理解できるような形で〔附託の〕本質について述べ，それによって，附

託を更に確固たるものにするのである。 [11註解』本文中の〕このように始めも終りもないとは，

真理が認識されなければ滅することができない〔という意味であるJo[そして〕始めも終りもな

い理由が，主査空と述べられているのである。〔また〕誤った観念という姿をしておりとは，誤

った観念の姿は. [実在であるとも非実在であるとも〕表現し得ないものであるが，それ(この

ような姿)をそれ(附託)は備えているのである，ということを言っているのである。つまり

〔附託は実在であるとも非実在であるとも〕表現し得ないものだという意味なのである。

〔次に師シャンカラは〕この悪の原因〔空室生附託〕を滅するためにと〔述べて，この序論の〕

主題を、結論付けているのである。

〔反対主張J [附託と〕対立する観念がなければ，どうしてこれ(附託=悪の原因)を滅する

ことなどでき主うか。

〔答論〕 そこで〔師シャンカラは〕ア二上ゴンの唯一性に関する明知を得るために (pratipatt笠~

と答えているのである。〔ここで〕得ること (prat主主主Lとは獲得 (pr亘.pti)のことで，そのために

〔すべてのウパニシャ yドが開始されるのであれそれは〕単に黙呪 (japa)のためで、もなければ9

祭式を行なうためで、もないのである。〔また〕アートマンの唯一性とは，多様性 (pr品pancatva)が

すべて消えさることである。〔従って〕諸ウパニシャツドは，歓喜そのものである実在の獲得を

疑いなくもたらして，附託を根絶するのである。

以上述べてきたことの趣旨は次の通りである。 もし， 1私」という観念の対象がアートマンで

あって，その観念が正しいものなら， [アートマンと同一である〕プラフマシは [1私」という観

念によって〕すでに知られていることになり. [ブラフマンに関する考察は〕意味(目的)のない

ものとなってしまうから， [ブラフマンを〕知りたいという欲求が〔生ずることは〕ありえない

であろう(193)。そして，それ(ブラフマンを知りたいという欲求)がなければ，ブラフマンを知

るために諸ウパニシャ y ドを学習するということはなく， [諸ウパニシャッドは，それが本来]

意図していない意味で，黙呪にのみ用いられるということになろう。〔だが〕その場合には，実

に9 ウパニシャツドの説くアートマンに関する [1私」という〕観念は正しい認識根拠とはなら

ないのである (194)。そして，この誤った〔観念〕は，反復したところで，アートマンが行為主

体・経験主体等であるというく真実〉を否定することができない。というのは，附託された姿は

真理の認識によって否定されるが，く真実〉が虚偽の認識によって否定されることはないからで

ある。実に，縄が縄であることは，蛇の観念が千連続して〔現われて〕も，石定することができ

ないのである。だが，誤った観念によって生み出された姿は，真理の認識によって否定しうるの

- 6 6-



である。そして，誤った認識〔から生じた〕潜在印象も，たとえそれが極めて頑固なものであっ

ても，真理の認識より生じる潜在印象一一〔それは〕真理の認識を注意深く，絶え間なし長い

間，繰り返すことによって生ずる一ーによって〔否定し〕うるのである。

〔反対主張〕 それはその通りかもしれない。〔だが〕諸ウパニシャツドには，生気等に関する

念想 (upasana)(1阻〉も，しばしば見うけられるではないか。その場合にも，どうして，あらゆる

ウパニシャ y ドの目的がアートマンの唯一性を明らかにするところにあると〔言えるのか)。

〔容論〕 だから〔師シャンカラはJ.そして我々は，これ(アートマンの唯一性に関する明知

を得ること)がすべてのウパニシャ y ドの目的であることを，以下のシャーリーラカ・ミーマー

シサーにおいて明らかにするつもりであると言っているのである。〔ここでは〕身体 (5訂 Ira)そ

れ自身がシャリーラカ (sariraka)であれそこ(身体)に住む者がシャーリーラカ (sariraka)

すなわち個人存在(個我， jivatma)なのである。〔そしてJr汝」という語てや表現されているそれ

(個人存在〉と「それ」という語で表現される最高存在α即との同一性に関するミーマーンサ-

i霊室)iJ~， このように(シャーローラカ・ミーマーンサーと)述べられているのである。

ここで， [以上述べてきた〕ことを要約すれば以下の通りである。

〔反対主張J(1)ヴェーダの学習〔を命ずる〕犠軌α叩から明らかなように. [ヴェーダを学習す

れば，その〕果報として， rヴェーダの学習」という語で表現されている全ヴェーダの意味が理

解されることになる。〔従って〕諸ウパニシャ y ドも.rヴェーダの学習」と L、う語で表わされる

〔わけだからJ，祭式に関する犠軌@禁令のように. [ヴェーダを学習すれば，その〕果報として，

意味が理解されることになる。このことが，ヴェーダの学習〔を命ずる〕儀軌から分かるのであ

る。 (2)[さらにJrしかし，聖典の意味は〔通常の用法と〕異ならなしっという格言 (nyaya)(1掛

から〔も明らかなようにJ，諸ウパニシャ y ドの意味は，真言 (mantra)の場合のように(199う通

常のものなのである。 (3)[そして〕諸ウパニシャ y ドからは， 純粋精神と歓喜のかたまりであ

って，行為主体であるとか経験主体であるということは無関係で，多様性のない，唯一の内的ア

ートマンが理解されるのである。〔だが，この(1)，(2)， (3)Jにもかからず，諸ウバニシャツドは，

「私」という観念一一〔それは〕疑問や拒斥とは無縁のもので，アートマンを行為主体・経験主

体で，苦しみ・悲しみ・迷妄に満ちたものだと考えているーーと矛盾する〔のでL本来の意味

からはずれていることになる。〔すなわち，諸ウパニシャ y ドは〕比喰的な意味をもつか黙呪の

みに用いられるかのいずれかであって， [本来〕意図していない意味をもつものなのである。従

って，そ(諸ウパニシヤ y トフの意味の考察を本質とするシャーリーカラ・ミーマーンサ一一一

〔それは)四章からなるーーは，開始すべきではないのである(200)。

〔答論〕 もし， 1"私」という観念が正しい認識根拠であれば，それ(反対主張)はその通りで

あろう。だが，それ (r私」という観念)は，天啓聖典等を拒斥することができないし(201うまた

天啓聖典等やあらゆる論者達によって正しい認識根拠だとは認められていないので，附託された

ものなのである。従って，諸ウパニシャ y ドは， [本来〕意図していない意味をもつのでも比喰

的な意味をもつのでもなく，述べられている通りの特相(lak:;;aJ.1a)をもっているのである。 Cそ
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して)内的アートマンこそが，それら(諸ウパニシャ vド)の一義的な意味 (mukhyartha) なの

である。〔そして〕これから述べるように，これ(内的アートマン)は，疑問の余地のあるもので

あってかつ意味(目的)のあるものなので， [この内的アートマンについて〕考察するのは正当

なのである。以上のような意図で， 11ブラフマ・スートラ』の作者は，そ(内的アートマン=ブラ

フマン)の考察をスートラという形で閣の〔次のように〕述べているのである。そこ主L こり主主

に9 ブラフマンの考察が〔開始されるべきである〕と。

註

本稿の『ブラフマ・スートラ註解』の箇所の和訳は，序にあげ、た諸訳以外に特に前回訳(前田専学「ヴ

ェーンタ哲学におけるダルマJ11仏教における法の研究』春秋社 昭和50年 pp.557rv559)を参考にした。

(140) Iそれ」を Pancapadi.侃 N写匂amnJay・a， T， G は「アートマンに附託されたもの」すなわち統覚

機能等の非アートマンと解しており，ここではそれに従った。

(141) Bhamat!は「実在そのものがこのように確知された場合J(evari1bhutavastutattvavadhara早esati) 

と解し，Ny丘yanir1Jaya， Ratnaprabha は「この附託が以上述べてきたように無関を本質とするとき」

(tasminn adhyase uktarity互ヘTidyatmakesati) と解している。

(142) Ratnaprad胞によれば，この日常的経験には， (1)世俗的な(laukika) 日常的経験， (2)祭式を説く

聖典に基づく (karma勾striya) 日常的経験， (3)解脱を説く聖典に基づく (mok号a伝striya) 日常的経験

の三穫があるとされる。

(143) ヴェーダ聖典は通例，儀軌 (vidhi) ・禁令 (ni~edha) を教える祭事部 (karmakã科a) と解脱を教

える知識部 (jnanak孟lfqa)に分かれ，前者はミーマーンサー学派の，後者はウ+ェーンダーンタ学派のそ

れぞれ研究対象である。

(144) 本訳65頁32-33行参照。

(145) 8jp問的sikap.519により補った。

(146) Iこのような定義付けられた」とは， i内的アートマンに非アートマンである内官・自我意識等と

の同一性を附託すること」を第一に意味しているのだが，この附託が悪の原因にほかならなし、から，こ

こでは，この附託が悪の原因なのであるということも暗に意味しているのである (cf. 8jprakasika p. 

418)。

(147) 8jprakasika p.420に従って補った。なお，聴関 (srava明)，思惟 (manana)，際想 (r品idhyasana)

が一連のものとして考えられていることについては，Brhad，亘ra1JyakaUpani$ad II， 4，5及び Bhamati

I， 1，4 p.129参照のこと。

(148) 出兵不明。 8jprakSikap.422iおこの箇所に Ikimutikaniyaya(cf. V.S. Apte， The Practi・'calSanskrit. 

E押gli・'shDictionary， Appendix， p.59)を意図して」と注している。なお Vedantakalpatarup.40は，こ

の箇所に詳細な説明を加えているが，その注釈 Abhoga(λbhoga-KalPataruvyakhya by Lak$minrsimha， 

edited wi・thIntroduction and Notes by S.R. P.Sri Rama Sastri and P.S. Subrahmanya Sastri， Madras 

Government Oriental Series No. CXXVIII Madras， 1955)は，この箇所を利那減論者の説と解している。

'(149) 拙訳 ¥11ノ〈ーマティーJ] I. 1， 1-4和訳(I)J [J名古屋大学文学部論集JlXXXVII，哲学 29，1983，

p.70参照。

(150) Vyavaharaとし、う語を Bhamatiがこのように「日常的表現」と「日常的経験(活動)Jというこ

義に!K別しているとし、う点に関しては，拙訳 ¥11ノミーマティーJl1， 1， 1-4和訳(I ) J p.71及び註54参

照のこと。

(151) I基体J(adhi号tana) を Nyayanir1Jaya， Ratnaprabhaは「身体J(deha， sarira) と解す。 一万
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Bhiimatiは， 1基体がなければJ(adhi持anamantare♀a)を「行為主体によって統御されていなければ」

(a口adhi持itanikartra) と取り，諸感覚器官の活動は，行為主体すなわち個人存在 (cf.T p.7， note 2) 

に制御されていなければ成立Lないとしろ意味に解している。筆者はここでは，Nyavanir'IJaya， Ratna-

prab加に従い， ["身体」の意味にとった。

(152) Vedantaka伊atarup.41に従って補った。なお， sは I[アートマンとの〕同一性及びその諸属性

が〔身体等に〕附託されていなければ」と解してし、る。

(153) Cf. p，匂inお古traI. 4， 54。

(154) く行為に関する要素 (k亘raka))には， 行為の主体 (kartr)，行為の対象 (karma)，行為の手段

(kara草a)，行為の受益者 (sarhpradana)，分離行為の起点 (apadana)，行為の基体(孟dhara)の六種があ

る。

(α15防5) ここで

という認識根拠なしに，その(直接知覚等の)日常的経験が可能だといえるのか」とし、う疑問に対して，

「日常的経験という語によって，直接知覚等の認識根拠の結果である認識こそが述べられているのだJ

と容えているのである (cf.81.タakaii.同 p.433:い
(156) IT"註解」本文は，諸感覚器官を用いなければ，直接知覚等の日常的経験は成立しなし、からであると

なっているが，ここで「諸感覚器官」という語が文字遥りに諸感覚器官だけを指すと考えると，諸感覚

器官を通して得られる直接知覚という日常的経験だけが問題になっていることになり， IT"註解』本文中

に「直接知覚等」と書かれていることが説明つかなくなってしまうことになる。そこでここで、は， 1棒を

持った人達が行く」と言った場合，必ずしもすべての人が棒を持っているわけではなく， 1棒を持たな

い人達」をも間接的に表示すること(lak~a早めがあるように， ["諮感覚器官」としろ語は，諸感覚器官

以外の徴擦 (linga)等も間接的に表示していると解すのである。そうすれば， 1直接知覚等」の「等」

には徴標等を通して得られる推論等が含まれることになり， IT"註解』本文中に「等」とし、う語がある理

由を説明できるというわけである。

(157) 諸感覚器官を用いなければ (anupad亙ya)……日常経験は成立しない (navyavaharaJ:t sambhavati) 

という『註解』本文中， r用いなければJ(anupad亙ya)の箇所で接尾辞 ktva(anupad亙yaの-ya)が用

いられているが，この接尾辞は，Pa'IJinisutra III， 4， 21の規定によれば，二つの行為の主体が同一で

ある時に用いられるものだとされている。だがここでは，諸感覚器官を用いないのは認識主体であり，

成立しないのは日常経験であるから， anup対立yaと sambhavatiというこつの行為の主体が異なること

になる。従って， 1.用いなければJ(anupadaya)の箇所で接尾辞 ktvaを用いるのは不適切である (cf.

Vedantakalpataru p.41)。以上のような疑問に対して9 ここで Bhamat'iは日常経験は行為であり，そ

の行為の主体は諸感覚器官を用いない人と同ーでるるから，二つの行為の主体が同一であることにな

り，接尾辞 ktvaを用いることにさしっかえはないと答えているのである。

(158) Tlでは pravartateとなっており，それだと，この箇所では， I[認識主体 (pram亘tめは〕何故そ

れ自体で、機能し (pravartate)ないのか」とL、う意味になるが，以下の答論から判断すると，ここでは

諸認識根拠 (pram勾拘i)のことが問題になっているので， S p.260， note 48に従って， pravartanteと

いう読みを採用し， I[認識根拠 (pram均亙ni)は〕何故それ自体で機能し (pravartante)ないのか。」と

解した。

(159) 11註解』本文で「基体」と訳した adhiがnaという語には， 1統御」とし、う意味もあるので，B何 mati

は，この語を「統御」とし、う意味にとって， 1基体がなければJ(adhi~tãnam antare~吋を「行為主体

(=個人存在)によって統御されていなければJ(anadhi災itanikartra) と解しているのである。

(160) Vedantakaltataru p.42によれば，この箇所は， 1言定識主体であることがなければ，認識根拠が機

能することてありえない。このような場合どうして，認識根拠は附託に基づいているのか」とし、う疑問

に対して， 1認識主体も精神性と物質性という姿の混ざりあった認識の基体(なの〕で，それ(附託)を

本質とするものであることはありうる。精神性と物質性が混ざりあうことは附託がなけば存在しないか
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ら，認識根拠は当然附託に基づくはずである」と答えているのだとされている。

(161) 壷の認識というような外的な対象の知覚を例にとると，内宮は祝覚を通して対象で、ある査の方へ

向かつて外に出て，査に達し，そこで変容して査の形を取る。このような変容 (pari頃ma)が内官の変

容であるが，この時正しい認識は，アートマンとしづ純粋精神の二つの限定者，すなわち外界の対象で

ある査と内官の変容とが外界の同ーの場を占めた時，言いかえれば，両者によって限定された純粋精神が

同一であるときに生ずるのである (cf.Vedantapari・'bha$a.1，16-19， Edited with an Engli・'shTranslati・抑

by S.S. Suryanarayana Sastri， The Adyar Library and Research Centre， Madras 1971， pp.12-13，前

回専学前掲書 p.160)

(162) 内官は物質的なものであるから，純粋精神アートマンが附託されていなければ，精神的活動であ

る認識活動を行なう主体とはなりえないのである。

(163) 逆に純粋精神アートマンには，活動がなし、から，活動を備えた内官が附託されていなければ，認

識活動を行なう主体とはなりえないのである。

(164) iこれ(正しい認識)が成り立っている時に，認識主体であることも〔成り立ちJJという箇所は，

本訳58頁19-20行の「認識根拠は，その結果である明知が無明と相入れないので，無明に基づくことは

ないのである」という反対主張に対する答論であり， i認識根拠はまさにその正しい認識に対して機能

するのである」という箇所は，本訳58頁18-19行の「正しい認識すなわち明知とは，実に，真理を確定す

ることであり，その手段が認識根拠である〔のに，それが〕どうして無関を持つ者に関係していたりし

ょうか」という反対主張に対する答論である (Vedantakalpatarup.42)。すなわち，反対主張において

は， i正しい認識は，無明と相入れないから，その手段である認識根拠が無明に基づくことはなし、」と

されているわけだが，それに対して， i正しい認識が成り立っている時には，その認識主体が存在して

おり，その認識主体自体がアートマンと内官との相互附託(ヱ無明)に基づいているわけだから，正し

い認識ですら無拐に基づいており，その正しい認識に対して機能する認識手段も当然無明に基づいてい

る」と答えているのである。

(165) 認識根拠を統御する認識主体の必要性についてはすでに説明済(本訳58頁25行以下参照)なので，

ここで更に同じ説明を繰り返す必要はなし、。従って，Bhamati はここで，認識主体であることという

『註解』本文の語を「正しい認識」の意味に取り，この箇所の論議をく正しい認識自体が精神性と物質

性のいり混ったもの(cid.acid.rupa.garbhini)だから，純粋精神であるアートマンと物質的な内官等の

相互附託を前提としている〉と解すのである (Vedanta加伊atarup.42及び Sp.261， note 49)。

(166) Nyayanin;aya及び Ratnaprabhaは， ['当面J(tatk亘laT.)を「附託が行なわれているまさにその

時の〔日常的経験JJ(句syaadhyasasya kala eva kalo yasya sa tatkala主)と解している。

(167) 聖典の命ずる祭式を行なって天界に生まれる場合，天界に達するのは，死後灰となる身体ではな

くて，アートマンである。従って，アートマンが他の世界(天界)と関係していることを知る必要があ

るのである (cf.Sb p.29及び前田専学前掲論文 p.565 注60)。

(168) ミーマーンサー学派の資格については Mzmamsa励 -aVI， 1; F. Edgorton， Mzmamsanyavatra・

kasa. New Haven， Yale University Press， 1929， 1i1i225-238; Brahmas露trasankarabha:;yaI， 3，25， pp. 

316-317参照。

(169) アートマンは，行為主体でも経験主体でもないので，祭式を行ってその果報を享受することはあ

りえないのである。

(170) 個々の具体例及び「等」に何が含まれているかについては，本訳出頁31-33行参照のこと。

(171) この儀軌はあらゆるミーマーンサーの文献の中でつねにこの形であらわれるにもかかわらず，こ

のままの形では現存のグェーダ文献中には見当らず， λtastambaSrωta Sutra X.2.1に svargakamojyo・

ti~tomena yajetaとし、う形で出てくるのが最も近い (Cf.F. Edgarton， ibid.， p.48， note 17)。なお，ジュ

ヨーティシュトーマ祭については， P. V. Kane， History of Dharmas長stra，vol. II， part II，おhandarkar

Oriental Research Institute， 1974， p. 1133参照のこと。
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(172) この聖典句の場合，身体は，死後灰に化すわけだから，来世(天界)で果報を享受するのに適し

た者ではなく，死後も存続するアートマンが天界で果報を享受するのに適した者であることになる。

従って，祭式を行なう資格があるのはアートマンで、あって，身体がアートマンに附託されている必要は

ないのである。

(173) Mima的sasutraIII， 7，8. Mimal角sasutram， 7，8では，供犠の主催者 (yaiamana) 自身が個々の

祭式を直接行なうべきか，それとも供犠の主催者は供物を稼げるだけで十分であり個々の祭式は供犠{曽

(rtvik)にまかせておけばよいのかという点が問題となっている。このうち前者は反対主張であり，後

者が定説である。ところで，当該 s首位aは反対主張に属するものなので，ここで典拠としてヲ閲されて

いるのは一見不適当であるように思われるが，反対主張も定説も，果報のために祭式に従事した人に果

報が生ずることは認めているので，反対主張に属す sutraをここで典拠としても問題はないとされる。

(Cf. Vedantaka砂atarup.43及び S.p.note 50)。
(174) Q.jprakasika p.458により補った。

(175) 先にミーマーンサー側は，身体は死後灰と化すから，天界に達することはできず，従って，天界

で果報を享受する者すなわち天界を望んで祭式を行なう資格のある者はアートマンであるはずであると

していたが，シャンカラ及び Bhamatiに言言わせれば，天界で果報を享受する者はその果報が尽きれば

またこの世に戻ってくるわけだから，輪廻の主体であり，一方アートマンは輪廻の主体ではないのだか

ら天界で果報を享受する者すなわち天界を望んで祭式を行なう資格のある者ではありえない。

(176) iヴェーダを学習すべきであるJ(svadhyayo adhyet別 yaJ:>， Ta#tiriya Ara1Jyaka H， 15，7)という

儀軌に従って，グェーダの一部であるウパニシャツドを学習すれば，行為主体でも経験主体でもない人

(puru号a=亘tman) が理解される。だが，この人 (puru~a) は，行為主体でも経験主体でもないわけであ

るから，祭式を執行する資格を妨げることになり，しいては，先のヴェーダの学習を命ずる儀軌は祭式

の執行を命ずる儀軌を妨げることになってしまう。

(177) このように，グェーダの学習を命ずる儀軌と祭式の執行を命ずる儀軌というこつのヴzーダの言

葉が互いに意味を損い合うとすると，グzーダは整合性のないものになるから，正しい認識根拠として

の妥当性を失うことになるのである。

(178) Cf. Sa4v拍手aBrahma抑 VIII，1-2なお，シュエーナ祭については， P. V. Kane， op. cit.， vol. V， p訂 t

H， p.1114 note及び AFthasathgraha(A.B. Gajendragadkar， R.D. Karmarkar， The Arthasathgraha of 

Laugak$i・Bhaskara.edited wi・'than Introduction， Translation and Notes， Poona， 1934) p.79参照のこ

と。

(179) Brah伽 siddhi.edited with島励。ρ如、 ηakhyaby S. Kuppuswami品目tri，Madra~ Government 

Oriental Manuscripts Series 4， Madras， 1987， p.43にも同種の論議がすでに見られる。なお，Mimath-

sasutrasabarabha$ya 1， 1，2にも， シュエーナ祭の執行を命じる儀軌と殺害を禁止する禁令の矛盾が問

題にされているが，そこでは， i聖典はシュエーナ祭を行なえば敵が殺せることを述べているだけあっ

て，シュエーナ祭を行えと命じているわけではない」という形で，矛盾を回避しようとしている。

(180) Ved?inta初旬atarup.44によれば， i大罪」とはパラモン殺し等， i小罪」とは牛殺し等であるとさ

れ， i混姓罪」とはろば等を殺すこと (ManusmrtiXI， 69)， i不応受罪」とは非難すべき人から財物を受

け取ること等 (Ibi・d.XI， 70)， i不浄罪」とは大小の虫類または鳥類を殺害すること等 (Ibid.XI， 71) 

であり， i等」にはバラモンに苦痛を与えること等の失姓罪(jatibhrari:iSaka，Ibid. XI， 68)等が含まれ

るとされてし唱。

(181) Cf. S. Mayeda，“The Advaita Theory of Perception，" WZKSO XII-XIII (1968/1969) 1968， S. 

236。

(182) 拙訳 ilFパーマティー.lI 1，1， 1-4和訳 cn)JIF東海仏教』第28韓昭和58年 p.81参照。

(183) sakala， vikぬという語は， IF註解』本文では，それぞれ， i健康Ji病気」を意味するが，Bhamati 

はそれを「完全Ji不完全」の意味にも解しているのである。
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(184) IJjprakasika p.474は， ，外的な添性」を「息子・妻等を特相する添性J(putrabhary亙dilak号a早opadhi)

と取っている。添性とはく事物に付加されてその本来的なあり方を限定する，事物そのものにとっては

非本来的要素〉のことで，通常は， (1)粗大な身体と微細な身体， (2)主要生気， (3)手・足等の五種の行動

器官，仏)聴覚・触覚等の五種の感覚器官， (5)内官，という五種の要素がアートマンの添性を構成すると

されるが，ここでは，これら五種の構成要素よりもさらに外的な添性のことを言っていると思われる。

(185) アートマンの本性である純粋精神が物質的な内官に附託されると，内官はアートマンの形相をと

って変容し， ，私はアートマンである」という観念が内官に生ずる。この観念が「私という観念」であ

り，このような変容は内官そのものにほかならないから， ，私という観念;をもつもの」とは内官のこと

である。 (Cf.前田専学，前掲書， p.178)。

(186) Cf. Pa'lJinisutra II， 3， 21.この sutraおよびそれにたいする注釈によれば， ，特定の性質を備えて

いるものを示す特相J(ith抽出.utalak判，a)を表す三格とはたとえば，(彼は)もつれた髪をしているから

苦行者であるJ(jatabhis tapasa]:t)という場合にみられ， この場合，この三格(jatabhis)は，苦行者性

(tapasatva)という特定の性質 (ittharロ)を備えているもの (bhuta=t亘pasa)を示す特相(lak戸早a=jata)

を表している。おなじようにこの本文の場合にも，三格 tenaは，精神性という特定の性質を備えてい

るもの(ここでは精神性の附託された内官)を示す特相(精神性)を表している。

(187) ，それとは逆に」とは『註解』本文では， <内官等を内的アートマンに附託するのとは逆に，内的

アートマンを内官等に附託する〉という意味にすぎないが，それを Bhamat'iは次のように解するので

ある。すなわち，これまで，活動を備えていない内的アートマンが行為主体，経験主体でありうるの

は，活動を備えた内宮等が内的アートマンに附託されているからであるということを説明してきたの

で，これからは，物質的な内官等が精神的活動(認識活動)を行ないうるのは，アートマンの精神性と

いう姿が内官等に附託されているからだということを説明するのであるとL、う意味で， ，それとは逆に」

と言っているのだと解するのである。

(188) IJjpra師 Sikap.478は， ，これであるとこれでないからなるJ(idam-anidam-rupa)を「精神性と物

質性の混りあったJ(cid-acid-granthi)と註しているので，これに従って補った。

(189) i原因としての無明」と「結果としての無明」が何を指すのかは明確ではないが，Vedantakal-

pataru p.3は，二種の無明について， ，無始の実体としての無関」と「それぞれ前の錯誤より生ずる潜

在印象としての無明」と解している。だが，Bhamatiは，アートマンと非アートマンとの相互附託を

無明と解し (IB抑 制tiにおける無明と附託JIF印度学仏教学研究』等31巻2号 1983参照)，この相互附

託を，基体の附託と属性の附託とに区別し，前者が後者の原因だと考えている(本訳64頁19-22行参照)

ので恐らく， i原因としての無明」とは，アートマンと非アートマンとの基体どうしの附託のことを，

「結果としての無明」とは，アーマンと非アーマシの属性の約託のことを指しているものと思われる。

(190) 拙訳 ilFパーマティー』和訳 1.1， 1-4( 1 ) J p.72参照。

(191) Nyayani旬。:ya及び Ratnaprabh互に従って補った。

(192) iシャーリーラカ」とは「身体を有するもの」の意味で，個人存在(jivatma)を指している。この

個人存在に関する考察 (mima血亙)，すなわち個人存在と絶対者プラフマンは同一であるということを明

らかにすることが， IFプラフマ・スートラ』の主題であるところから『プラフマ・スートラ』が「シャー

ローラカ・ミーマーンサー」と呼ばれているのである。

(193) 拙訳 ilFパーマティーJJ 1，1， 1-4和 訳 (I)J PP.3-4参照。

(194) IJjpra師sika，p.518は「属性のないアートマンに， <私は行為主体である><私は経験主体である〉

という行為主体性，車霊験主体性等の属性をひきおこす「私」という観念は，正しい認識根拠ではない」と

いう意味に解しており，ここではそれに従った。

(195) たとえば，Taittir'iya Upani~ad II， 3，1には， iプラフマンを生気として念想ずる者逮は…・づ (ye

pr勾ambrahmopasate...…)とし、う生気に関する念想について述べている章句がある。

(196) ，汝はそれなりJ(凶 tvamasi， Chandogya Upani~ad VI， 7，7 etc.)という有名な聖典句において，
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「汝」とL、う語は個人存在を指し， Iそれ」とL、う語は最高存在(=ブラフマン)を、指しており，この聖

典匂は荷者が同一であることを示している。この聖典句は，個人存在と最高存在との同一性を示す有名

な典拠(大文章 mahav亘kya) として，不二一元論学派とは非常に重要視されてし、る。

(197) Cf. Taittirzya Ara't}yaka II， 15， 7， 

(198) Mzmamsiisutra 1，2，40. 

(199) I真言J(mantra) とは，グェーダを構成する五部門，儀執 (vidhi)，真言 (mantra)，祭名付amad

heya) ，禁令 (ni号edha)，釈義 (arthavada)の一つで，祭式の執行と関連した事物を想起させるヴェー

ダの章句のことを言う。

(200) Iシャーリーラカ・ミーマーンサー」すなわち『プラフマ・スートラ』は，四章からなり，諸ウパ

ニシャツドの意味の考察を目的とするわけだが，諮ウパニシャツド自体が本来的な意味をもたなければ，

それについて考察して無意味なので， :rフ守ラフマ・スートラ』を開始する必要はないのというである。

(201) 天啓聖典は人聞の作ったものではないので絶対的権威があり， I私」とし、う観念と矛盾する場合に

は， I私」とL、う観念のほうが否定されるべきであるとし、う論議については， t!l:¥訳 iliパーマティーdJ1， 

1， 1-4和訳(1 ) J pp.65-67参照のこと。

(202) iスートラJ(sutra)を Bhiimatz(p.47)は次のように定義している。

laghuni sucitarthani svalpãk~arapad亙ni ca I s丘rvatahs亘rabhuJanisutrany亘h日rmanï~i草al].ll

「賢者は，簡潔で， 意味を暗示し9 少しの文字と句でできており，あらゆる点で【教えの〕精髄である

ものをスートラと呼ぶ」
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Tl 

行|
T3 T6 T7 

頁 本 文

p.40， 1. 4 prasiddham suprasiddham 

1. 4 taducchedaya taducche- taducched亙yaca 
daya ca 

1.21 avidy亘khyam ay吋ahdyakh. 

1.23 tatkaryasya tatkaryaya 

1.10 pravartate pravartante 

p.41， 1.11 na jatu na hi jatu 

1.16 sarvadharmadharmi - sarva-
viyuktasya dharma-

viyul← 
tasya 

p.42， 1. 1 atas atas 

1.11 avidy亘vat avidyavit 

p.43， 1. 1 anumimita anumlmata 

1. 3 khalu hi 

1. 5 kari:Jcid adhikarinam kari:Jcid atm亘nam
adhik亙rin亙m

1. 5 tadavagamas ca tadavaga 
tis ca 

1. 8 abhoktur なし

1. 9 katham v忌 katham ca 

1. 9 abhokta abhokt五 ca

p.44， 1. 2 tatha ca tatas ca 

1. 2 par・旦sparapahatar parthaasptvaernapa arahatEr-
thatvena 

1. 4 nirvartayanto abhinirvartayant 

1.10 Itl ity亘di

1.10 rnah亘patakaー pataka-

1.12 pratlp孟ditum pratipadayam 

1.15 tl1 なし なし

1.16 tu rupam svaru- なし
pam 

1.17 Itl なし なし なし

1.21 vrttir ahari:Jvrttir 

p.45， 1.16 
2ddaIrrgahFEaKiz5alanttaatrtyvaa田-

adara早mrantarya-
djrghakal孟sevitatattva

p.45， 1.18 yatllaca ayam raardt1a1arb " yatha ca ayam arthal} 
sarve守am...・・・P ity adi 
sayi守y亘maJ:t

1.20 tatpad孟bhidheya
paramatmarupat亘 tatpad亘bhidheyapara戸

illlma1百saya sa rn孟tmarupataya y瓦
p.46， 1. 7 】¥.ramena praka- rnlmamsa sa 

rena 

1. 8 evam evarn ca 

1.10 tajjijnasam tajjii一I孟一S丞- tajjij鼠 sa-tajjij五五sa-
Isutram sutram sutram 
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